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公益社団法人日本看護協会（会長・坂本すが、

会員 69 万人）は 5月 27 日、厚生労働省の宮川晃

職業能力開発局長に、専門実践教育訓練給付に関

する要望書を提出しました。 

昨年 10 月から社会人の学び直し支援として専

門実践教育訓練給付が開始され、看護師資格の取

得を目指す社会人経験者に対する経済的支援が大

幅に拡充されました。 

坂本会長は、准看護師が働きながら看護師資格

を目指す上で、同制度が大きな助けになると評価しました。その上で、「本会では准看護

師の養成停止と併せて、現在准看護師として働いている方の看護師資格の取得を支援し

ている。キャリアアップを推進するためにも、看護師 2 年課程通信教育養成機関を給付

対象の指定講座にしてほしい」と強く訴えました。 

宮川局長は「准看護師として働きながら学ぶ方の修学環境は理解している。関係部局

と連携し、実態を把握した上で対応方策の検討していく」と応えました。また、来春の

支給を目指す指定講座への申請手続きが 10 月にスタートすることから、「それまでの時

期を目標に、具体的な作業を進めたい」と方向性を示しました。 

「准看護師で終わらず、その後のキャリアアップにつなげ、より働きがいのある形に

していきたい」と坂本会長が述べたのに対して、宮川局長は准看護師のキャリアアップ

の重要性に賛意を示し、「同制度がその一助となれば」と話しました。 

報道関係の皆さまにおかれましては、要望の趣旨をご理解いただき、さまざまな機会

にご紹介いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

 

宮川局長に要望書を手渡す坂本会長（左） 

 

厚労省職業能力開発局へ要望書 
看護師2年課程通信制を訓練給付の対象に 

要 望 事 項 

看護師 2年課程通信制養成機関について専門実践教育訓
練給付に係る指定対象を拡大されたい 



厚生労働省職業能力開発局

局長宮川晃殿

地域における医療・介護の総合的な提供体制整備は喫緊の課題であり、そのた

めには医療従事者の確保が不可欠です。わけても看護職員については、その勤務

環境の厳しさから確保困難の状況が続いており、この間、国をはじめ関係機関・

団体の努力によって確保定着対策が進められてきたところです。

平成26年度から「社会人の学び直し」支援として専門実践教育訓練給付が開

始され、看護師等資格をめざす社会人経験者に対する経済的支援が大幅に拡充さ

れたことは、意欲ある人材を看護界に迎えるために実効性の高い施策であるとと

もに、准看護師資格者が働きながら看護師資格をめざす上で大きな助けとなるも

のであり、本会としても高く評価しております。

しかしながら、従来の教育訓練給付制度のもとで講座指定を受けていた看護師

2年課程通信教育養成機関が専門実践教育訓練給付制度のもとでは指定講座の指

定を受けられない事態となっており、大変憂慮しております。

つきましては、以下の事項についてご尽力を賜りたく、強く要望いたします。
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要望事項

看護師 2年課程通信制養成機関について専門実践教育訓練給付に係

る指定対象の拡大をされたい



1.看護師2年課程通信制養成機関について専門実践教育訓練給付に

係る指定対象の拡大をされたい

[要望]

専門実践教育訓練給付に係る講座指定にあたり、看護師2年課程通信制養成

機関については、厳しい就学環境等に鑑みて、看護師国家試験合格率水準も検

証の上、指定対象の拡大をされたい。

雲i1豊d)1乎号王

平成26年度から「社会人の学び直し」支援として専門実践教育訓練給付制度が開始さ

れ、看護師等資格をめざす社会人経験者に対する経済的支援が大幅に拡充されたことは、

意欲ある人材を看護界に迎えるために実効性の高い施策であるとともに、准看護師資格

者が働きながら看護師資格をめざす上で大きな助けとなるものであり、高く評価できる。

しかしながら、看護師 2年課程養成所は法改正前の教育訓練給付制度の対象であり、

法改正によりあらたに高度実践教育訓練の指定対象となったところだが、従来の教育訓

練給付制度において講座指定されていた通信制の看護師 2年課程養成機関が専門実践教

育訓練制度においては指定講座の指定を受けられない事態となっており、大変憂慮され

る。

看護師 2年課程通信制養成機関の看護師国家試験合格率が、全課程を平均した合格率

より概して低いことは、看護職員として働きながら学ぶ学生の修学環境や生活背景等か

らやむを得ない面がある。専門実践教育訓練の講座指定にあたり、看護師 2年課程通信

制養成所について、看護師国家試験合格率水準を検証のうえ、指定対象の拡大をされた

い。
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